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【公表番号】特表2018-501444(P2018-501444A)
【公表日】平成30年1月18日(2018.1.18)
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【出願番号】特願2017-532982(P2017-532982)
【国際特許分類】
   Ｆ１６Ｊ  15/08     (2006.01)
   Ｆ０２Ｆ  11/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｆ１６Ｊ   15/08     　　　Ｐ
   Ｆ０２Ｆ   11/00     　　　Ｄ
   Ｆ０２Ｆ   11/00     　　　Ｌ

【手続補正書】
【提出日】平成30年12月13日(2018.12.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２７】
　距離層の厚さ（ｔ）に対して環状壁４４を薄くする能力に加えて、壁４４が対応する両
側面１８、２０から斜めになる関係で延在するように、壁４４を角度αで傾斜させること
ができる。したがって、壁４４は概ね円錐形またはピラミッドの形をしており、切頭台地
、または実質的に平面の頂点４６まで延在する。さらに、ガスケット１０の異なるクラン
プ負荷に対応するために、および封止ビード２６にかけられた負荷の滑らかな分布を微調
整するために、環状壁４４のうちの少なくともいくつかは、互いに異なる圧縮剛性を有し
て形成可能である。図２Ａで示されているように、互いに異なる圧縮剛性を有する壁４４
を提供するために、側面１８、２０のうちの共通の一側面上の壁４４のうちの少なくとも
いくつかが互いに異なる角度αで傾斜可能であるが、これは例示であり、本発明を限定す
るものではない。図２Ａでは、角度α１、α２、およびα３は流路２５に近づくにつれて
小さくなり、α１＞α２＞α３となっている。封止ビード２６の負荷の滑らかな分布をさ
らに微調整するために、図２Ｂに示すように、凸部３０のうちの少なくともいくつかは、
両側面１８、２０の反対側の平行な平面３３から外側に延在する異なる高さを有して形成
可能であるが、これは例示であり、本発明を限定するものではない。図２Ｂでは、高さは
流路２５に近づくにつれて漸進的に減少している。さらに、図２Ｃでは、厚さｔ１、ｔ２

、およびｔ３として示される肉厚のうちの少なくともいくつかは、側面１８、２０のうち
の共通の一側面上で互いに異ならせることができるが、厚さは流路２５に近づくにつれて
小さくなってｔ３＞ｔ２＞ｔ１となっている。ただし、これは例示であり、本発明を限定
するものではない。加えて、必要であれば、頂点４６は、頂点４６の輪郭および高さを確
立するよう平坦なパンチを使用して、リヒット（rehitting）とも呼ばれる二次操作でさ
らに加工することができる。したがって、凸部３０および凹部３２の密度、凸部３０およ
び凹部３２の高さおよび深さ、ならびに壁４４の角度αを変化させ制御することによって
、距離層１６のストッパ領域１７を微調整することができる。凸部３０の強度を高める他
の特長を、図６の断面図に示す。ここから明らかなように、隣接する頂点に沿って連続す
る材料４８の線が設けられるように、傾斜した壁４４および頂点４６の構成が設けられて
いる。
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